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●費　用　無料
※遠賀町青少年健全育成事業のため、無料で鑑賞できます。

※2月3日（火）から教育委員会社会教育係、遠賀町中央公民館、遠賀

コミュニティーセンター、図書館で配布する入場整理券が必要です。

○定　員　450人（先着順）
日脚岨閏脇田　閥閏開園画

二と二手＿●　血，真土身　㌦二手二三二軸実記．心地幽鉦鉱



（2

回国田圃田園回国50
●国民年金の納付額●

15年中に収めていただいた国民年金の納付

額は社会保険料控除の対象となりますが、昨年
から役場での納付額確認ができなくなりました

ので納付書で収めている人は領収書、口座振

替を利用している人は領収済通知書を持ってき
てください。なお、紛失した場合は八幡社会保

険事務所＜℡093〈631〉7961＞で再発行で

きますのでお問い合わせください。

●障害者控除●
これまでは、障害者手帳などで障害者控除の

判定をしていましたが、介護保険の要介護認定
を受けている65歳以上の人で主治医の意見

書により日常生活自立度（寝たきり廣）がB及び
Cランクの人は特別障害者控除の対象となります。
※控除を受けるには障害害控除対象善認定書

（役場福祉課で発行）が必要ですので申告時
に持ってきてください。

●おむつ代に係る医療費控除●
一昨年までは、寝たきり状態の方などのおむつ

代を医療費控除の対象とするために、医師の発行

する「おむつ使用証明割が必要でしたが、昨年
から、2年目以降の人については「おむつ使用証

明書」に代わり、介護保険の要介護認定に係る①

主治医の意見書の写しまたは、役場が発行する②

主治医意見書の内容を確認した証明書があれば対

象になるようになりました。⑫の申請手続きなど
については役場福祉課に問い合わせてください）

※初めての人は従来どおり医師の「おむつ使用

証明書」が必要です。

間
損
壊
擬
口
就
縛
擬
◎

今
年
も
申
告
の
季
節
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
遠
賀
町
で
は
、
次
の
日

程
で
町
県
民
税
（
国
民
健
康
保
険
税
）
と
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
・

受
付
を
行
な
い
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
も
れ
な
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
・

国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

※
な
お
、
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
人
に
は
、
町
県
民
税
の
申

告
案
内
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
申
告

時
に
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

●
平
成
1
6
年
1
月
1
日
現
在
に
町
内
に
住

み
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
個
人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人

②
勤
務
先
で
町
県
民
税
を
給
与
か
ら
引

か
れ
て
い
な
い
人

（
ア
ル
バ
イ
ト
や
臨
時
雇
い
の
人
な
ど
）

③
平
成
1
5
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、
再

就
職
し
て
い
な
い
人

④
給
与
所
得
者
で
、
平
成
1
5
年
中
の
給

与
以
外
の
所
得
と
し
て
地
代
、
家
賃
、

配
当
な
ど
が
あ
る
人
（
た
と
え
、
2
0

万
円
以
下
で
も
由
i
告
が
必
要
で
す
）

⑤
年
金
収
入
が
あ
り
、
扶
養
控
除
や
社

会
保
険
料
控
除
な
ど
を
受
け
る
人

平
成
1
5
年
中
の
収
入
が
ま
っ
た
く

な
い
場
合
や
、
税
金
の
対
象
と
な
ら

な
い
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど
の

み
の
場
合
で
も
、
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
は
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告

し
て
い
な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保

険
税
　
（
介
護
保
険
料
を
含
む
）
　
の
減

額
世
帯
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
平
成
1
5
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

（
還
付
申
告
）
を
し
た
人

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
こ
と
で

町
県
民
税
の
申
告
書
を
提
出
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す

●
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
が
済
ん

で
い
て
、
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
　
「
給

与
支
払
報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い

る
人
　
（
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

は
、
勤
務
先
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

●
平
成
1
5
年
分
の
収
入
が
公
的
年
金
だ

け
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
人

①
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
2
2
8
万

円
以
下
の
人
（
昭
和
1
4
年
1
月
l
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

②
公
的
年
金
の
収
入
金
頚
が
1
0
0
万

円
以
下
の
人
（
昭
和
1
4
年
l
月
2
日

以
降
に
生
ま
れ
た
人
）

所
得
、
譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
っ
た
人

で
、
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、
所
得

控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
人

●
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
給
与
所
得
者

①
給
与
の
年
収
が
2
千
方
円
を
超
え
る
人

②
2
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
人

③
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

（
年
金
な
ど
）
が
2
0
方
円
を
超
え
る
人

※
確
定
申
告
が
必
要
な
人
が
、
期
限
ま

で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た
り
間
違
っ

た
申
告
を
し
た
り
す
る
と
、
無
申
告

加
算
税
や
延
滞
税
を
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申
告

は
正
し
く
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
昨
年
、
暁
星
田
星
口
を
し
て
所
得
税
を
納
め

た
人
や
事
業
所
得
が
あ
る
人
、
ま
た
、
不

動
産
な
ど
の
譲
渡
が
あ
っ
た
人
に
は
、
税

務
雪
か
ら
由
土
星
茄
郵
送
さ
れ
ま
す
。
申

告
時
に
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

※
配
偶
書
控
除
や
扶
費
控
除
は
、
控
除
対

象
者
の
平
成
鳩
年
中
の
合
計
所
得
金

額
が
3
8
万
円
以
下
（
給
与
所
得
者
の

場
合
は
収
入
金
額
が
1
0
3
万
以
下
）

で
な
け
れ
ば
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
配
偶
書
特
別

控
除
も
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
に

よ
り
控
除
額
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ

れ
以
上
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
で
誤
っ
て

控
除
を
受
け
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

誤
っ
て
控
除
を
受
け
た
ま
ま
に
し
て

お
く
と
、
所
得
税
や
町
県
民
税
が
更
正

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
気
を

つ
け
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
還
付
が
生
じ
る
と
思
わ

れ
る
場
合
は
、
振
込
先
の
金
融
機

関
・
口
座
番
号
（
申
告
者
本
人
名
義
の

も
の
）
を
把
握
し
て
き
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告

●
平
成
1
5
年
中
に
事
業
所
得
、
不
動
産



e所得税。町県民税の申告、譲渡“収支申告の日程
月 �火 �水 �木 �金 �ー土 

2月 �16日田園北 �17日田園南 �18日 　別府 �19日別府 　●′‾＼ �20日若松 �21日 

15日 �旧　停 �若葉台 �〈姓姉御、らナ行までの人） �（姓がハけ以降の人） 芙蓉 �老　良 

22日 �23日尾崎 �24日 　松ノ本 �25日松ノ本 �26日 �27日 指定の日に部割く悪い人 �28日 

（肋柄行以降の人） �浅　木 
千代丸 �〈酬桁からナ行までの人） �虫生津 ��　〇回 （譲渡、収支等は除く） 

29日 �3月1日広　渡 �2日島津　今古賀 �3日 　鬼＿津 �4日木守 （亘萱重量三二） �5日 　上別府 �6日 

渡　　波料） 

収　　支注2） 

7日 �8日 �9日緑ヶ丘 　道富 �10日 �11日 �12日 �13日 

遠賀川 ��新　町 �東和苑 �中　央 

14日 �15日 指定の日に来られなかった人 （譲渡、収支等は除く） �　／ �　／ �　／ �　／ �／ 

注1〉譲渡　土地・建物などの譲渡所得のある人　注2〉収支　不動産所得や営業などの収支申告者∴∴注3）農業収支　農業所得での収支申告者

●受付時間●

午前9時～11時30分

午後1時～4時

●ところ●
＼、＼役場2階大会議室

（次に該当する人は、申告日に注意してください）

①義満得がある人………………………………‥3月1日（月）または2日（火）

②自営業や不動産などの収支申告をする人、事業を興して初めて申告する人

3月1日（月）～4日（木）

③窯業所得で収支申告をする人・…・・　　　…・3月4日（木）

④税務署から特に日時を指定されている人………指定された日

副蹴鞠繊贈繊繍～確定申告の7つ道具～
①税務署から申告書が送られてきた人は、その申告書（整理番号が記

入されています）

②給与や年金などがある人は、源泉徴収票

③医療費控除を受ける人は、医療費の領収書、保険などで捕てんされ
た金額の明細書（先に高額療養費の請求を済ませましょう）

※医標費の内訳書に、個人ごと　病院ごとの領収金額及び生命保険などから

舗質された金顕、合計額を記入しておいてください。また、今回から加入

健康保険音名称を記入します。（内訳書は役場税務課にあります）

④生命保険料控除を受ける人は、支払保険料の証明書

⑤損害保険料控除を受ける人は、支払保険料の証明害

⑥住宅借入金等特別控除を受ける人は、住民票の写し、住宅取得資金の借入金の年

末残高等証明雪、家屋の登記簿謄（抄）本、売買契約書または請負契約書の写し

※敷地等の購入に係るローンの控除を受ける場合は、敷地等の登記簿

膳（抄）本、分譲に係る契約書の写し
⑦印鑑（認印で可）

二三）

所得積の連館申告
確定申告の時期は大変混雑しますので、還

付申告をする人は、次の日に来てください。

●と　き
1月29日（木）～2月6日（金）

午前9時30分～11時30分

午後1時～3時30分

※1月31日（土）i2月1日（日）i4日（水）はお休みです。

●ところ

遠賀コミュニティーセンター

●対　象

給与や年金などの源泉所得税が還付になる人

①マイホームをローンで購入した人

②医療費をたくさん支払った人

③災害などを受けた人
④退職して年末調整を受けていない人　など

I所得税の問 �ti閤覆国書臨縦 �勝 �濠三三番 �覇、〝e滋／評語⑥掴i包、。 i 臆臆漢】薗1里1東灘随】こ． �1暗証田園陶残 �職 �東〇㌢：∴「∴泰∴∴：∴∴∴ 
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役場　℡293－1234

舘商配国憲電
綴麗U慕電⊃

●都市計画の種類

遠賀都市計画都市計画区域整

備、開発及び保全方針の決定

●と　き

2月9日（月）～2月23日（月）

（土日祝日を除く午前8酌0分～午後5時）

●ところ

▽福岡県建築都市部都市計画課

▽遠賀町役場　都市計画課

●意見書の提出

当該都市計画地域住民、利害関

係者は意見書を挺出できます。

［締め切り　2月23日（必着）］

●問い合わせ

福岡県建築都市部都市計画課

℡092（651）1111

h噌〕：／／www．Preffukuoka．JP

闘
19．795

（＋36）

回国回
し　　　ミ

世　帯　数

6，811
（＋24）

●男　　9，389　●女10．406

●転入　100　●転出　　72

●出生　　19　●死亡　　日

平成15年12月末日現在（）は前月比

（三二

く

ら

し
●
持
っ
て
く
る
も
の
　
お
し
ぼ
り
、
水

筒
、
い
ら
な
い
タ
オ
ル
1
枚
、
ハ
サ

、
、
＼
輪
ゴ
ム
、
ト
レ
イ
皿
2
枚

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

一
書
冒
て
応
接
し
ま
す

ー
わ
ら
ぴ
ぃ
相
談

4
か
月
児
健
康
診
査

わ
ん
ぱ
く
教
室

（
テ
ー
マ
＝
兄
さ
ん
と
お
と
も
た
ち
⊥

●
と
き
　
2
月
1
0
日
　
〈
火
）

午
前
1
0
時
～
日
時
0
0
分

［
受
付
］
午
前
9
時
0
0
分
～
1
0
時

●
と
こ
ろ

遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

●
対
象
　
町
内
に
住
ん
で
い
る
生
後
4

か
月
か
ら
就
学
前
ま
で
の
乳
幼
児
と

保
護
者

●
内
容
　
「
母
と
子
の
読
読
グ
ル
ー
プ

青
い
麦
の
会
」
　
に
よ
る
催
し
、
ほ
か

●
と
き
　
2
月
乾
田
　
（
木
）

［
受
付
］

▽
前
半
　
午
後
1
時
～
1
時
1
0
分

▽
後
半
　
午
後
1
時
0
0
分
～
1
時
4
0
分

●
と
こ
ろ
　
遠
類
町
中
央
公
民
館

●
対
象
　
平
成
1
5
年
9
月
か
ら
1
0
月
ま

で
に
生
ま
れ
た
乳
児

※
対
象
者
に
通
知
し
ま
す

●
内
容
　
医
師
に
よ
る
診
察
、
身
体
測

定
、
保
健
師
・
栄
義
士
に
よ
る
健
康

相
談
、
離
乳
食
集
団
指
弾

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
母
子
健
康
手
帳
、

健
康
診
査
票
、
ア
ン
ケ
ー
ト
、
バ
ス

タ
オ
ル

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

手
管
て
相
談
室
　
「
わ
ら
ぴ
ぃ
」
　
で
は
、

毎
月
1
回
、
保
健
師
に
よ
る
健
康
・
育

児
相
談
、
身
体
計
測
を
行
な
っ
て
い
ま

す。●
と
き
　
2
月
5
日
　
（
水
）

午
前
9
時
0
0
分
～
午
前
日
時
0
0
分

●
と
こ
ろ
　
了
育
て
相
談
室
わ
ら
び
い

（
遠
賀
町
中
央
公
民
館
横
〉

●
内
容

保
健
師
に
よ
る
梱
談
、
身
体
測
定

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
母
子
健
康
手
帳
、

バ
ス
タ
オ
ル

●
問
い
合
わ
せ
　
鯉
康
対
簾
係

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
武
道
場

（
遠
賀
町
中
央
公
民
館
横
）

●
対
象
　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

●
内
容
∴
肩
こ
り
・
腰
揃
予
防
　
（
運
動

不
足
と
身
体
の
摘
み
）

●
持
っ
て
く
る
も
の
　
運
動
で
き
る
服

装
、
上
靴
、
タ
オ
ル
、
水
筒
、
汁
を

か
き
や
す
い
人
は
着
替
え

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
触
康
対
策
係

●
定
員
　
1
0
人

●
締
め
切
り
　
2
月
2
0
日
（
金
）
　
必
詣

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

ハ
ガ
キ
に
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名

（
ふ
り
が
な
）
・
年
齢
・
生
年
月
日
・

職
業
・
電
話
番
号
・
申
込
理
由
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
八
〇
七
i
〇
一
三
三

芦
屋
町
大
字
芦
屋
1
4
5
5
・
1

航
空
自
衛
隊
置
屋
基
地
　
基
地
渉
外
室

℡
0
9
3
　
（
2
2
3
）
　
0
9
8
1

宅
地
建
物
に
関
す
る
藷
梱
韻

芦
屋
墓
地
モ
ニ
タ
ー
募
集

さ
わ
や
か
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
教
室

（
運
動
指
導
士
に
よ
る
運
動
教
室
）

●
と
き
　
2
月
6
日
　
（
金
）

午
前
1
0
時
～
日
時
5
0
分

蔓
付
］
午
前
9
時
3
0
分
～
1
0
時

航
空
自
衛
隊
・
芦
屋
基
地
に
対
す
る

愚
見
な
ど
を
述
べ
て
く
れ
る
基
地
モ
ニ

タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

●
モ
一
一
夕
－
期
間

平
成
1
6
年
4
月
～
平
成
1
7
年
3
月

●
対
象
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
〉

・
2
0
歳
以
上
の
人

・
防
衛
問
題
、
自
衛
隊
に
関
心
が
あ
る
人

・
公
正
で
建
設
的
な
意
見
を
述
べ
る
人

・
平
日
の
会
議
な
ど
に
出
席
可
能
な
人

※
議
会
議
員
∴
常
勤
公
務
員
除
く

●
と
き
　
2
月
1
8
日
　
（
水
）

受
付
］
午
前
1
0
時
～
午
後
3
時

●
と
こ
ろ
　
遠
賀
町
中
央
公
民
館

●
費
用
　
無
料

●
相
談
内
容
　
不
動
産
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル

●
問
い
合
わ
せ

福
岡
県
宅
地
建
物
取
引
薬
協
会

℡
0
9
2
　
（
6
3
1
）
　
1
7
1
7



臆副瓢排軸鎮開聞一陽田に二詔陛 � 

畠詰緬電寺跡省　。 
詰閣擾露語◎宴鎗　○ 
病院で高額の医療費を支払ったときは、申請すると限度額を超えた

分が戻ってきます。

限度額 ��3回目までの申請 �4回目からの申請 

世帯の区分 ��（1年以内） �（1年以内） 

住民税 �上位所得者 �139，800円 �77，700円 

課税世帯 �（注） �実際の医療費が 466．000円を超 えた場合は、超え た額の1％を加算 

上位所得者 �72，300円 �40，200円 

以外 �実際の医療費が 241．000円を超 えた場合は、超え た額の1％を加算 

住民税非課税世帯 ��35，400円 �24，600円 

（注）上位所得者とは保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が
670万円を超える世帯のことです。所得の申告がない場合は、上位所

得者となりますので注意してください。

◎計算のしかた
1．月ごとに計貸します。

2　各医療機関、入院・外来は別々に計質します。

（ただし、21，000円以上の場合は合算して計算できます。）
3．入院時の食事代や差額ベッド代などは除きます。

4，院外処方で調剤を受けたときは、支払った医療費に合貸します。

“証朝田間物出　回噛悶闇

締繭語調　ハ 

e碁 籍政 �　ン が体ん 地は 社癒体 へて変治公常 

のい　　化　　　接　　衆生 

二二）

平成15年度　文1敵対1あい事業バスハイク

●と　　き　3月14日（日）

［役場出発］午前8時30分

［役場到着］午後5時

●ところ　［行　き　先］大分県日田市

［集　　合］遠賀町役場

●対　象　町内に住んでいる人

●定　　員　86人（応募者多数の場合は抽選）

●費　　用　2，500円／1人

（入園料・昼食代含む）

●締め切り　2月10日（火）（必着）

●申し込み　往復はがさの往信用東面に住所、

参加者氏名（1枚につき2人まで）、電話番

号を記入してください。また、返送できるよ

うに返信用の表面（こも住所氏名を記入してく

ださい。

※電話での申し込み受付は行ないませんので

ご注意ください。

〒811－4392

遠賀町大字今古賀513番地

遠賀町教育委員会　生涯学習課　社会教育係

∋
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画境駆回（爾
／“新春茶会

お抹茶を自分

で点てられる体

験コーナーもあ

ります。

と　き　2月7日（土）

午前10時30分～正午、

午後1時～3時

費　用100円（菓子付）

ふれあいの里センター受付で販売

しています。

芸能訪問
と　き　2月18日（水）

午前11時～11時50分

言出　演　励みほ会、旗重の会、民謡太鼓の会

“＼音楽訪問

i　と　き　2月25日（水）

午前11時～11時50分
／＿出　演　平見カラオケ教室

※催し物はいずれも参肌や観覧は無料ですが、入館粒力泌要です。

（新春茶会を除く）

C聞くい、金紗遣
ふれあいの里センター
℡（293）2030

聞appy軸thday　鶉管掌

Happy

Birthday

募　集

このコーナーでは、誕

生日を迎える3域までの

お子さんを募撫していま

す。掲誠を疏望する広報
発行日の25日前までに
企画課企画調整係に連絡

してください。

出 参 加 者 募 集

㊨憾願膏夢汐ン辣会
●と　　き　2月29日（日）午前9時～

［受付］午前8時30分

●と　ころ　遠賀総合運動公園　周回道路

●種目（距離）

▽小学1－3年生　男女　1km

▽小学4－6年生　男女、

中学生・一徹　　女子　　2km

▽中学生・一般　　男子　　3km

●対　　象　町内在住、往勤、在学の小学生以上の人

●縮め切り　2月20日（金）

㊧ソフトバレーボ”ル大会
●と　　き　3月7日（日）午前8時45分一

●と　ころ　遠賀体育センター

●対　象　町内在住、在勤の18歳以上の人（学生は除く）

※2月26日（木）午後7時30分から遠賀コミュニティーセンター

で行なわれる監督会言靴こ出席して

ください。

○締め切り　2月24日（火）

遠賀町体育協会（遠賀体育センター内）
℡（293）5434

籠“発行福岡髄質郵送費町大字今古賀513翻違和役場企画課（℡093‾293‾1234）醐コロニ‾醐（二
●大きな話題から小さな話題まで、みなさんにお知らせしたい情報をお待ちしています●


